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定例監査結果報告 

地方自治法第 199条第４項の規定による定例監査を高岡市監査基準に基づき実施しまし

たので、同条第９項の規定により、次のとおりその結果を報告します。 

また、同条第 10項の規定により、意見を提出します。 

 

１ 監査対象、監査期間及び実施場所 

監    査    対    象 監 査 期 間 

産業振興部 

・商業雇用課 

 ・観光交流課（高岡御車山会館） 

・農業水産課（地方卸売市場） 

 ・みなと振興課 

会計課 

農業委員会事務局 

 

令和５年４月１日から令和６年３月 31日までに執行 

された所掌事務事業について 

 

 

令和６年５月１日 

～ 

令和６年５月 28日 

 

実 施 場 所 

監査委員室 

 

２ 監査を実施した監査委員 

 廣 嶋 康 雄   永 原 善 巳   水 口 清 志 

 

３ 監査の着眼点 

共通監査項目として以下の事項に重点を置いて、監査を実施した。 

（１）委託料の執行状況 

（２）指定管理者制度の運用状況 

（３）工事等の執行状況 

（４）補助金の執行状況 

（５）歳入金の収納状況及び不納欠損の状況 

（６）行政財産の目的外使用の状況 

（７）資金前渡金の管理状況 

（８）備品の管理状況 

（９）監査対象の所管する重点事業の執行状況 

（10）前回監査での指摘事項等に対する措置状況 

 

４ 監査の主な実施内容  

  令和５年度において執行された事務事業が関係法令に基づいて適正に処理されている

かについて行った。監査に当たっては、あらかじめ資料の提出を求め、関係職員から説

明を聴取するとともに、関係帳票等の監査を実施した｡ 
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５ 監査の結果及び意見 

 経理事務及びその他の事務処理について監査したところ、適正に処理されていた。 

なお、事務の執行等について、次のとおり意見を提出する。 

 

・ 将来に向けた労働力人口を確保するため、引き続き、インターンシップ推進事業の

実施などＵＩＪターンの促進と企業の人材確保に向けた取組に努められたい。 

［商業雇用課］ 

 

・ 本市の強みである２つの国宝を生かした観光情報の発信に取り組むとともに、金沢

市や呉西６市などの飛越能エリアとの連携事業により広域観光の推進を図り、北陸新

幹線敦賀開業による北陸への観光誘客の機会を最大限生かされたい。 

［観光交流課（高岡御車山会館）］ 

 

・ 適正に管理されていない農地の増加が有害鳥獣被害の一因となり、ひいては市民の

安全安心な生活を脅かすこととなるため、関係機関と連携し、新規就農・経営承継な

ど担い手を確保・育成し、持続可能な地域農業の実現に努められたい。 

［農業水産課（地方卸売市場）］ 

 

・  農業者の高齢化等による担い手不足や遊休農地解消などの課題解決に向け、引き続

き、関係機関と連携を図り、担い手への農地利用の集積や集約化を推進するなど、農

業者の支援に努められたい。 

［農業委員会事務局］ 


